
平成25年６月橋本市議会定例会会議録（第４号）その３ 

平成25年６月18日（火） 

                                           

                                           

（午前10時40分 再開） 

○議長（石橋英和君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番９、16番 堀内君。 

〔16番（堀内和久君）登壇〕 

○16番（堀内和久君）皆さん、こんにちは。

堀内でございます。議長のお許しをいただき

ましたので、壇上より一般質問をさせていた

だきます。 

 ６月議会になると、１年が半分ぐらいたっ

たなという感じで、時間の流れが速いなと思

うんですけども、最近、よくテレビを見ると、

皆さんご存じだと思うんですけど、いつやる

んですか、今でしょ、みたいな。ちょっとし

ーんとしたんですけど、そういうのをよくテ

レビを見ると、今年の流行語大賞なのかなと

思うんですけど、14番議員もおっしゃってい

たように、明るく、楽しく、元気よくをモッ

トーに私はやっておりますので、少しの間お

つき合いいただきたいと思います。 

 前回、３月議会でさせていただいた公用車

のＰＲマグネットシールですが、おかげさま

で副市長のありがたいご答弁をいただいて、

商工観光課など、ほかの国体は別として、各

課でも何枚か見かけるようになりました。こ

の場をおかりしまして、お礼申し上げます。

ありがとうございます。 

 一方で、本当に欲しい黒河道、ごみ週１化

というんですかね。弱者への補助金など、新

しい市民に対しての条例など、ここら辺がち

ょっと寂しいかなというふうに思います。い

つやるんですか。よろしくお願いします。 

 それでは、私の一般質問は大きく分けて二

つでございます。 

 鳥獣被害、イノシシ、鹿の今後の対策と利

用について。一度は質問したいなと思ってい

た課題の一つではあります。前回、経済建設

委員会に所属しておりまして、武雄市のほう

に行かせていただいたんですけど、より一層、

この質問というのが本市と重なるなというふ

うに個人的に思いました。本市が抱える問題

は多々ある中、人的な被害、農作物の被害を

含め、鳥獣被害は以前よりかなり深刻である

と考えております。過去に先輩議員より質問

があったかと思うんですが、改善の気持ちは

感じ取れますが、結果がなかなかついてこな

い資格的な法のもと、限られた予算の中で今

後の対策と本当に根本的な解決に近い考えを

お教えいただきたいと思います。基本的には、

僕はアナログタイプなので、つかまえて減ら

すしかないというふうに考えております。 

 ①ここ数年で人的・農業被害は減少しまし

たか。②市内猟友会及び猟ができる方の人数

とわなの数は。③番、猟の期間は。④番、猟

の期間以外の被害対策は。⑤番、捕獲したも

のをどのように処分しておりますか。⑥番、

精肉を本格的に研究しませんか。 

 大項目２番でございます。市内の空き家の

管理対策について。 

 この問題は、本市の重要課題の一つです。

減ることのない空き家に今後どう対処してい

くのか。安心安全のまち、そして若者に市内

で定住していただくため、有効活用について

質問いたします。 

 ①番、空き家と判断する条件は。②番、現

在の空き家はどれぐらいあるのか。③番、空

き家の固定資産税は納められているか。④空
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き家をリフォームして販売、賃貸できないか。

⑤リフォーム不可能物件を解体して販売でき

ないか。 

 ご答弁のほう、よろしくお願いいたします。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君の質問項

目１、鳥獣被害の今後の対策と利用に関する

質問に対する答弁を求めます。 

 経済部長。 

〔経済部長（大倉一郎君）登壇〕 

○経済部長（大倉一郎君）議員おただしの鳥

獣被害、イノシシ、鹿の今後の対策と利用に

ついてお答えいたします。 

 １点目。数年で人的・農業被害は減少しま

したか、についてですが、人的被害は発生し

ていませんが、農業被害は、ここ数年1,000

万円を超える被害が続いており、平成24年度

には約1,100万円の被害が出ています。 

 次に２点目。市内の猟友会及び猟の可能な

方の人数とわなの数は、についてですが、本

市の猟友会は、橋本市猟友会及び高野口猟友

会の２団体、各３分会で地域を分けて活動を

行っており、平成24年度末現在の総会員数は

126名です。そのうち89名が、わなの免許を有

しており、箱わなが中心の猟師とくくりわな

が中心、またその両方のなわを仕掛ける猟師

がいます。わなの総数ですが、箱わなであれ

ば１人が数おりを、くくりわなであれば10本

以上所持する者があり、その総数は把握でき

ておりません。 

 次に３点目。猟の期間は、についてですが、

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の

施行規則第９条により、毎年11月15日から翌

年２月15日と定められています。ただし、和

歌山県の特定鳥獣保護管理計画により、イノ

シシ、ニホンジカ等については、狩猟期間を

11月１日から翌年３月15日までに延長してい

ます。 

 次に４点目。猟の期間以外の被害対策は、

については、地元地域からの有害鳥獣、イノ

シシ、ニホンジカの被害による駆除依頼があ

れば、猟友会に相談し、狩猟期間以外でも駆

除できるように期間を定めて、市の判断によ

り許可を出しています。イノシシ及びニホン

ジカの場合は、銃猟は３カ月、わな猟は６カ

月が最長の許可期間です。 

 次に５点目。捕獲したものをどう処分して

いますか、についてですが、捕獲したイノシ

シの処分は、個人による消費、埋没処分及び

焼却処分が中心となっています。 

 次に６点目。本市で精肉として本格的に研

究しませんか、については、県内には解体処

理施設が15箇所あり、そのうち伊都地方管内

には、かつらぎ町に３箇所の施設があります。

いずれも民間業者の解体処理施設であり、伊

都地方管内の一部の精肉取扱店では、処理を

した獣肉を販売しているところです。 

 和歌山県においても、これらの利活用を図

るため、本市も参画した伊都地域イノシシ肉

活用研究会を立ち上げ、研究してきたところ

ですが、獣肉等商品化については、品質の安

定化や販路拡大、流通が課題と考えられてお

り、また、食肉としての安全管理も求められ

ているため、先進的に取り組んでいる和歌山

県とも情報交換しながら研究していきたいと

考えています。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君、再質問

ありますか。 

 16番 堀内君。 

○16番（堀内和久君）ありがとうございます。

順を追って再質問させていただきます。 

 人的被害がないというのは何よりのことや

と思います。ただ、私個人的には、ちょっと

けがしたよとか聞いたこともあるということ

だけ心にとめておいていただきたいと思いま

す。 

 農業被害ですが、1,100万円と言うてくれた
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んですかね。何をもっての金額表示なんです

かね。お願いします。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（大倉一郎君）1,100万円の鳥獣被

害の金額ですけども、毎年、県の調査で野生

の鳥獣による農作物被害の状況調査がありま

す。確認の方法としまして、農家からの被害

報告、また猟友会会員からの聞き取りにより

まして、被害面積また被害量を積み上げて計

算します。被害の金額につきましては、県指

定の計算方法がありまして、被害面積に対し

まして、農作物の収穫単価、平均単価を掛け

まして被害金額を出しております。あくまで

も届け出のあった被害報告のみの算出でござ

います。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君。 

○16番（堀内和久君）ありがとうございます。 

 これが多いのか少ないのか、数字だけでは

わからないんですけども、減少していくため

には、いろんな取り組みというのが必要かな

と思っております。 

 ２番なんですけども、わなの数は把握でき

ないというのは理解しました。そのとき、そ

のときであると思いますし、わなを仕掛ける

数というのも人によって違うと思いますし、

持っている数も違うと思います。理解しまし

た。 

 そしたら、人数は２団体で３分会するとい

うことは６グループに分かれているという認

識やと思うんですけども、年齢層というんで

すか、猟友会の年齢層というのはいかがなも

のなのかなというのが一つと、というより、

割と高齢化のイメージが僕の中であるので、

若い人が参加できるための取り組みが何かあ

るのかなというの、その点、お伺いします。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（大倉一郎君）議員おただしの猟

友会が高齢化をしてきているということで、

若い人の取り組みがどうかというようなこと

のご質問だと思いますが、若い人の参加につ

きましては、現在、猟を行っている方が非常

に高齢化しているというのが現状でありまし

て、高齢化されている人の二世、三世の方が

狩猟の免許を取得することが非常に多くなっ

てきております。ただし、新規で若者が狩猟

の免許を取得することは非常に少なくありま

す。狩猟の免許の事務等につきましては、県

の取り扱いになりますが、橋本市としまして

も、免許取得に対する講習会に要した費用の

全額補助を行っているところでございます。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君。 

○16番（堀内和久君）ありがとうございます。 

 私も７月６日、７日、実は取りにいこうと

思って、申し込みしたんです。ほんまやった

ら９月議会でこれを経済部長とやって、もっ

と深くお聞きしたいなと思ったんですけども、

今の季節柄、作物被害、職員もいつもご尽力

いただいていると思うんですけど、アライグ

マであっち行ったりこっち行ったりしよると。

今、電気のネットだけやったら慣れてしまう

んですかね。イノシシとかやったら、やっぱ

り強いんで、作物を荒らしたり、たまにお誘

いを受けてゴルフとかに行ったら、やはりミ

ミズを掘るんですね。すごい被害やと思うん

です。やっぱり、その点も踏まえて、若い人

が猟友会に入る、入らないは別として、そう

いうわなの資格であったりとか、そういうの

も徐々に進めるという言い方もおかしいんで

すけど、自分がまずそこに入って勉強して仲

間を集うというのが一番シンプルな方程式や

と思うんですけども、免許の話が今、部長の

ほうから出たと思うんですけど、これは橋本

方面とかで免許を取ったら更新もあると思う

んですけど、こっちのほうでというと、せめ

て橋本とは言わず、伊都振興局管内とか、そ

こら辺での講習とか資格的なこと、取れない
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んかなとお尋ねしたいんですけど。 ○経済部長（大倉一郎君）イノシシとかニホ

ンジカ１頭を捕まえていただきました捕獲報

奨金としましては、イノシシ、ニホンジカの

場合、１頭１万5,000円、アライグマは2,000

円になります。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（大倉一郎君）橋本市のほうで狩

猟の免許を取れないかなというような議員の

質問と思いますけども、県との協議が必要に

なってきます。狩猟の免許の取得要望が多く

出されれば、県にも要望していきたいなと考

えております。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君。 

○16番（堀内和久君）ありがとうございます。 

 恐らく、白々しい質問なんですけど、１万

5,000円というのは、もともと橋本市は少なく

て、かつらぎ町に合わせたというふうな感じ

やと僕は思います。他町に金額を合わせたと

ころで、延べ150人、これでは年間何頭捕まえ

るのかとかも全然僕わからないんですけども、

期間外はかなり経費が少なく思いますけど、

もう少し補助的なものとか、１回行ったらど

れだけの人が行くんか、どれだけの人が１回

の発令でどれだけの数が行くのか。それと、

そういう上乗せというんですかね。もうちょ

っと経費的なものを見てあげるとか、そうい

った考えというのは何かありませんか。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君。 

○16番（堀内和久君）ありがとうございます。 

 とりあえず取ってきて、現場の中を見て、

また考えます。わかりました。 

 ４番ですけども、期間外の被害、依頼があ

れば市の発令というんですかね。出動をお願

いするという解釈やと思うんですけど、そし

たら、予算書を見たんですけど、41万円計上

してるんかな。補助金か何かやと思うんです

けど、２団体６グループの運営経費になるの

かなと思うんですけど、１年でどれぐらい出

動を依頼しているんですか。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 ○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（大倉一郎君）有害鳥獣の捕獲に

あたりまして、約、延べ450人を依頼しており

ます。 

○経済部長（大倉一郎君）鳥獣被害、イノシ

シ、鹿等の平成24年度の捕獲数からご説明さ

せていただきます。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君。  平成24年度でイノシシが287頭、ニホンジカ

で１頭、アライグマで230頭を捕まえておりま

す。非常に鳥獣被害が出ておりまして、猟友

会の皆さん方には非常にご苦労をかけておる

と思いますけども、予算的なお話も41万円と

いうことで、猟友会の皆さん方に助成という

形でお支払いしておるわけなんですけども、

猟の期間以外にも、被害が出たときに出動し

ていただいております。先ほどもご説明させ

ていただきましたけども、人数で延べ約450

人出動しております。それに対しての報奨と

いうんですか。今、議員のおただしだと思い

ますけども、昨年、平成24年度に鳥獣被害対

策について、対策の担い手の確保と実効性を

○16番（堀内和久君）延べですね。 

○経済部長（大倉一郎君）延べです。 

○16番（堀内和久君）わかりました。 

 そしたら、41万円って、またお金の話をし

て悪いですけど、多いのか少ないのかという

経費、鉄砲とか撃ちゃあ、玉代というのもか

なり要るんかなと、自分なりにイメージとし

て思うわけですけど、聞き忘れたんですけど

も、期間外の場合というのは、人件費とか報

奨金とか、とったら何ぼとか、そんなんよく

あると思うんですけど、そういうのはいかが

ですか。すんません。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 
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高める観点から、鳥獣被害防止特措法に基づ

いて設置された鳥獣被害対策実施隊に対する

重点支援が行われることになりました。昨年

９月から実施されたわけでございますけども、

今回、鳥獣被害にあたりまして、鳥獣被害の

防止活動に伴う活動費を国のほうから補助が

いただけるのであれば、来年度から研究して

まいりたいと考えております。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君。 

○16番（堀内和久君）思っているあれと違っ

たんですけども、今おっしゃってくれた国か

らの補助金みたいなものがあるんであれば、

予算に計上というか上乗せ、もう少し経費的

なものを出してあげますという解釈でよろし

いんですか。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（大倉一郎君）平成24年９月に、

国の特措法の鳥獣被害防止総合対策交付金と

いうのができたわけですけども、現在、和歌

山県下でも市町村で実施されているところが

あります。橋本市におきましても、今後研究

してまいりたいと考えております。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君。 

○16番（堀内和久君）もう１回詳しく聞きた

いんですけども、和歌山県下でもということ

は、どこかほかに使っているところがあるん

やったらお教え願いたいんですけど、お願い

します。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（大倉一郎君）平成24年度では、

湯浅町、広川町、また有田川町、日高川町が

申請を行っております。平成25年度では、和

歌山市が申請を行うということで聞いており

ます。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君。 

○16番（堀内和久君）何で橋本市はないんか

なというのは思うんですけど、つけていただ

ける予算があるんやったら申し込んで、予算

を計上する努力をお願いしたいということを

要望しておきます。 

 それと、よそがもらっているので多分大丈

夫やと思うんですけど、金額に天井があると

か、ふるいにかかって条件を満たさないとか

いろんなことがあると思うんですけど、もし

橋本市がこれを受けれないというときは、何

らかの市単独でもこれにかわりになるような

対策というのはご検討願えますでしょうか。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（大倉一郎君）これから国のほう

に申請を検討していくわけでございますけど

も、国のほうの申請が受けられないというこ

とになれば、市のほうで再度検討していくこ

とになろうかと思います。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君。 

○16番（堀内和久君）ありがとうございます。

そしたら、これは要望ということでよろしく

お願いします。 

 １点だけ答弁もれかと。僕が聞き逃してお

ったらごめんなさい。延べ450人ぐらいとさっ

きおっしゃったと思うんですけど、１回出動

でだいたい何人ぐらいのグループで行くんか

なという。参考までに。もしわかればで結構

です。あかんだらあれですけど、お願いしま

す。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（大倉一郎君）ちょっと私、勉強

不足で大変申しわけないんですけども、後ほ

ど答弁させていただきます。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君。 

○16番（堀内和久君）すいません。これを踏

まえていい答弁、問うほうも鈍ぐさいことを

聞いて申しわけないです。県と情報交換云々

というのが先ほどあったと思うんですけども、

５番、６番一緒にお伺いしたいんですけども、

かつらぎに解体処理施設があるというんです

けど、私も勉強不足で申しわけないんですが、

－116－ 



かつらぎ町のどこにあるんかな。橋本市はそ

こに持っていけるのかなというのをお願いし

ます。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（大倉一郎君）イノシシ、鹿の肉

の解体処理施設でございますけども、現在、

伊都ではかつらぎ町に３箇所。かつらぎ町の

背ノ山に１箇所、伊都郡かつらぎ町花園に１

箇所、かつらぎ町佐野に１箇所。合計３箇所

の民間の解体処理があります。 

 市のイノシシをとったものをかつらぎ町に

持っていけるのかというご質問ですが、再度

確認してご返事させていただきます。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君。 

○16番（堀内和久君）すいません。ちょっと

要らんことまで聞いてしもうたんですけど、

橋本市も猟友会があるということは、捕まえ

たら、私の感覚で言うと、猟師の皆さんがさ

ばいていただいて食べさせてもうたりとか、

そういう記憶、皆さん、橋本市内に住んでい

たら、もろうて食べたことがあるよという人

がほとんどやと思うんです。私がイメージす

る、冒頭でも言わせてもうたんですけど、佐

賀県の武雄市ですね。しつこいようですけど、

すごく何をするにも１番２番に手を挙げて、

ツタヤの図書館であったりとか、割と有名な

市です。知らない人はいてないと思います。

その中で、こういう解体施設から始まって、

肉をどういうふうにするかというのが一つの

課題。研究をしていただけますかというのは、

まさしくそこでありまして、まず、和歌山県

ではジビエというのがあるんです。私も何度

か見たんですけど、値段的なこともあります

し、庶民的なシェアというんかな。東京のア

ンテナショップに以前、前議長と行かせてい

ただいたときにも感じたんですけども、アン

テナショップに出すという前に地元でシェア

して、当たり前のように、例えば僕らの世代

で言いますと、学校給食に鯨とか出ていたん

ですね、昔は。それぐらい豚、鳥、牛肉以外

の肉が地元で当たり前のようになるぐらいシ

ェアできないと、市外、県外に有名やぞ、売

っていくぞというのは、僕は不可能やと考え

るんです。なぜこれを言うかといいますと、

前回、経済建設委員会に所属していた議員は

同じことを思ったかもしれないんですけども、

晩御飯、食事に皆さんで行かせていただいた

ときに、普通に居酒屋とかで、ご飯屋でメニ

ューにあるんです。そこら辺が地域のご当地

グルメじゃないですけど、当たり前にあるや

つを皆さんが安く購入して商売なり食卓に並

ぶなり、それが当たり前にならないと、よそ

には、これおいしいよと言えないと思うんで

す。どんなきれいなラッピングをしても、ど

れだけ一流のシェフが調理しても、値段ばっ

かり上がって経費ばっかり上がるばっかりで

無駄やと僕は思うんです。やはり皆さんのシ

ェアで、口コミこそが最大のＰＲ。公用車と

似たような感じやと思います。やっぱりアナ

ログ式に人伝いに行くことが一番大事であっ

て、その根元を支えるのが民間委託なのか、

行政なのか、それは市長のお考えになると思

うんですけども、私はそういうところを踏ま

えて研究して、本市の研究というのを要望し

たいと考えておるんですけども、もしご答弁、

いけるのであればお願いできますか。無理で

したら、要望ということで終わらせていただ

きますけど、いかがですか。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（大倉一郎君）橋本市におきまし

ても、いろいろとこれから研究する課題だと

思います。要望という形でご答弁のほう、よ

ろしくお願いしたいなと思っております。 

 先ほど、私、保留させていただいた答弁が

あったんですけども、猟のやり方で人数はだ

いたいどれぐらいの人数でいくのかなという
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ことなんですけども、１パーティー約３人か

ら５人で猟に行くということでございます。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君。 

○16番（堀内和久君）そしたら、熱い要望と

いうことでよろしくお願いいたします。本来

やったら市長か副市長に何か聞きたいところ

なんですけど、割と猪肉とかああいうのは、

僕らよりも市長のほうが詳しいと思うんです

けど、あえてわかっていただいていると思う

ので、熱い要望ということで１番目の質問を

終わらせていただきます。よろしくお願いし

ます。 

○議長（石橋英和君）次に、質問項目２、空

き家の管理、対策に関する質問に対する答弁

を求めます。 

 建設部長。 

〔建設部長（松浦広之君）登壇〕 

○建設部長（松浦広之君）市内空き家の管理、

対策についてお答えします。 

 ①空き家と判断される条件は、ですが、本

市において特に規定したものはありませんが、

一般的には居住し、または使用する者のない

ことが常態であるものと考えられます。 

 ②現在の空き家はどれぐらいあるのか、で

すが、本市における現在の空き家件数につい

ては把握しておりませんが、平成20年度に実

施された住宅土地統計調査では、推計値です

が、約4,000棟の空き家があるというデータが

出ています。しかし、この推計値には売却用

の住宅や賃貸用の住宅、別荘的なものも含ま

れていますので、議員おただしの趣旨とは異

なるかもしれません。この住宅土地統計調査

は５年に１度行われますので、本年度再び調

査が実施され、来年度には新たな空き家件数

の推計値が明らかになります。 

 ③空き家の固定資産税は納められているの

か、につきましては、総務部の所管ですが、

空き家に関しての地方税法上の定義づけがな

いため、空き家に対して特別な評価、課税は

行っていませんので、空き家を特定した納税

状況を把握することはできません。 

 ④空き家をリフォームして販売、賃貸でき

ないか、につきましては、地方公共団体とし

ての行政目的を持たずに、単に販売あるいは

賃貸のみを目的としての空き家購入は現在の

ところ考えていません。 

 ⑤リフォーム不可能物件を解体して販売で

きないか、につきましても同様に、販売を目

的としての購入は、現在のところ考えていま

せんので、ご理解をお願いします。 

 空き家の管理につきましては、現在、目視

できる範囲の雑草繁茂における苦情の対応を

市民生活部、市民生活環境課が行っています。

近年、空き地、空き家に関する苦情が増えて

おり、橋本市空き地の適切な管理に関する条

例や橋本市環境保全条例あるいは橋本市火災

予防条例に基づき、所有者や管理者への助言

や指導、勧告等により対応しているところで

す。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君、再質問

ありますか。 

 16番 堀内君。 

○16番（堀内和久君）ありがとうございます。 

 この問題は、本市にとってだけではなくて、

日本全国で大きな課題であります。今までの、

私が議員になる前からの過去の議事録などを

読ませていただくと、本当にいろんな議員の

いろんな観点からの質問があるなという中で、

あえて、本来やったらせっかくなので市民生

活部長に答弁をいただきたかったんですけど

も、やはり僕の問うていることは建設課の建

設部長かなということで、今回はこの話に至

っておるわけでございますけども、やはり過

去の話で言いますと、前建設部長ですかね。

空き家バンクなどということが出ていると思

うんですけど、やはりなかなか今日に至るま
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での実績はないように、インターネットで私

は見たんですけど、一応空き家バンクという

のがあるというのはよくわかったんです。前

回の６番議員の空き家の質問も勉強させてい

ただいたんですけど、どっちかというと市民

生活部ですかね。不法投棄とか雑草とか火災

など、クレーム云々というので管理していく

というふうな感じで、保留の答えというたら

失礼なんですけど、なかなか具体的なあれは

ないように僕個人的に感じました。 

 その中で、今回も建設部長にご答弁いただ

いて、これを聞いておったら、どないもでき

へんなというか、自分の問いたい趣旨にした

ら、これはなかなか難しい。税金のこともそ

うやし、①番から全部ひっくるめての質問に

なってしまうんですけど、なかなか前向いて

行けへんな、でもどないかせんといかんなと

いう意識はお互いに持って平行線なんかなと。

個人のものは個人で処理していただく。税金

も多分、固定資産を分けれないと思うんです。

担当課へ聞きにいったら、この空き家に対し

ての税金だけというのは多分区分できない。

そういうふうに勉強させていただきました。

僕も勉強不足の中で、この空き家対策に突っ

込んでいたのはあれかなと思いながら、今、

ここに立っているんですけども、ただ、きの

う、３番議員のリフォームの話をしていると

きに、再質問ないなとずっと考えておったん

です。そこで一つの光が差してきたというか、

やっぱり市長やなと思ったのが、リフォーム

に対してのきのうの答弁、メモっとるわけで

はないんですけど、空き家が20年ほどあいと

ったら貸してもうて、若い人に移転してもう

て、台所とかあんなんリフォームできたらな

というような、たしかそんなことを言うてく

れたなという、僕的にはすごい光が差したな

というふうに思うんですけど、もしよかった

ら、何かお気持ちを聞かせていただけたらと

思うんですが、いかがですか。 

○議長（石橋英和君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）昨日の３番議員の

中で市長のほうからそのような答弁をさせて

いただきました。ただ、すぐにということで

はなくて、今後いろいろ考えていきたいとい

う市長の思いの一環の中で説明させていただ

きました。 

 それで、空き家対策に過去のいろんなご質

問をいただく中でも、いろんな視点がござい

ます。一つは危険家屋としての対処をどうす

るのかという観点と、それから個人の財産で

はあるけれども、やはり市としての財産の一

つでもあるので、これをいかに利活用するか

という視点と、もう一つは環境的な視点。こ

の三つが大きく考えられると思うんですけど

も、今後、どの視点に目的を持って政策とし

て考えていくかということになるんですけど

も、今回のいろんな議員のご質問の中でも、

人口減少に対する備え、対策という中で、き

のう市長のほうから答弁させていただきまし

た中山間地域における空き家で定住促進、移

住促進、そういった観点から研究が必要であ

れば、引き続きまた研究もしていきたいなと

いうふうに考えております。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君。 

○16番（堀内和久君）ありがとうございます。 

 市長からもお気持ちをお伺いしたかったん

ですけど、建設部長から大方答えていただい

たんで、最初の壇上の答弁よりは方向性が条

件つきでええようにいったんかななんて、そ

んなふうに思います。空き家対策というのは、

これから私だけではなくて、いろんな観点か

らこれからの重要な課題というんかな、新し

い家が建ってきてありがたいんやけども、古

い家が増えてくる。日本全国どこでもそうや

と思うんです。だから、ここだけで議論する

話ではないのかもしれません。ひょっとした
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ら県とか国で話していただいて、具体的な対

策を、こっちの市とか町のほうに持ってきて

いただいて対策していくという方向のほうが

近道なのかなと僕は個人的には思うんです。

しかし、市の中でもこういった質問をするこ

とによって、何か発信できないかなという、

そういうふうな気持ちで私は今ここに立って

おります。 

 さっきの市長の光じゃないですけども、も

う１個、質問通告してから光が差しまして、

６月13日の朝日新聞の切り取りなんですけど

も、見た方もおられるかと思うんですけど、

読ませていただきます。 

 「空き家の実態を紀の川市調査へ。３種類

に分け台帳作成」。これは紀の川市のことです

ね。「紀の川市は空き家が市内にどれだけある

のかを把握するため、調査に乗り出す。適正

に管理されず老朽化すると、倒壊の危険があ

るほか、防犯、景観面からも問題になるため、

実態を把握して対策に生かす。市都市計画課

によると、市役所の各支所と所有者との協議

で、撤去などの解決に至らない危険な空き家

は、2010年で４軒、11年度で２軒、12年度７

軒が報告されている。だが、市全体の状況は

つかめていないのが現状という。そこで７月

から今年度末まで調査員４人を臨時雇用し、

市内を１軒ずつ目視調査する。空き家かどう

かを判断するための定義も策定。①番、人が

住まない空き家、②番、老朽化による危険や

犯罪に使われるおそれがあるが、人が住んで

いるかどうか判断するのが難しい、③倒壊、

崩落しているか、そのおそれが高い老朽危険

空き家の３種類に分けて台帳を作成する。市

は県の緊急雇用創出事業基金を活用し、空き

家調査事業費111万円を盛り込んだ予算案を

６月市議会に提出している。水道使用や納税

の状況など、市役所各課の協力も求める」。こ

んな記事が出ているんです。こういうのも踏

まえて、今後の対策、紀の川市ができて本市

ができないということは絶対にあり得ないと

思いますので、よろしくお願いいたします。

何か答弁がありましたら、どうぞ。 

○議長（石橋英和君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）６月13日の新聞記

事は当日の朝、読みました。そんな中で、早

速担当のほうから紀の川市にこの背景とか、

そういった状況を確認させていただきました。

それも参考にしながら、昨日の市長答弁も踏

まえて、やはり全国的な問題であると同時に

本市においても重要な問題ですので、どうい

った方法でやっていくかというのは研究を進

めていきたいというふうに考えますので、よ

ろしくお願いします。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君。 

○16番（堀内和久君）前向きなご答弁と思い

ます。ありがとうございます。市長のご答弁

と、この紀の川市とコラボして、これ以上の

結果というか方向性を計画して進んでいって

いただきたいことを要望いたしまして、一般

質問を終わらせていただきます。ありがとう

ございます。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君の一般質

問は終わりました。 
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